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束銭湖水利 と嘉澤廟

A water supply of Dong qian hu and a mausoleum faith on Jia ze miao 

松 田 吉 郎* 
MATSUDA Yoshiro 

東銭湖は唐代天宝年間 (742 ~ 755) 部県令陸南金によ って開築 され、 大凡300万 ha 灌概でき るよう になった。 宋代天禧

元年 (1017) に郡守李夷庚が重修 し、 東銭湖水利機能が高ま っ た。 宋代、 水生植物の繁茂によ る湖の淤塞が深刻化 し てお

り 、 淳熙 2 年 (1175) 魏趙愷が浚渫 し、 嘉定 7 年 (1214) 提刑摂守程單が置田策 ・ 売對策によ っ て浚1業し、 宝慶年間

(1225~ 1227) に郡守胡集が置田策によ って浚渫し、 淳祐 2 年 (1242) 郡守陳;l量が売對策によ って浚渫を行った。 さ らに

元代 (1271~ 1368) には湖の淤塞問題に加えて、 湖周辺 「勢家」 (大土地所有者、 廃湖派) が廃湖し て開墾しよ う と動き

だ し たために、 一般の水利用益戸 と の対立が顕在化 し た。 明代 も湖の淤塞、 居住民の不法開墾が依然と し て起こ り 、 特に

廃湖派の有力層は、 正徳年間 (1506~ 1521) と嘉靖 9 年 (1530) に寧波衛 軍を通じて東銭湖の11_田化を申請してきたが、

水利用益戸の利益を守った郷紳や父老の働きによ って事無きに済んだ。 万暦年間 (1573~ 1619) と天啓元年 (1621) に對

税徴収の禁止令が出て、 勢家を中心とする廃湖派と郷紳 ・ 父老を指導層 とする水利用益戸の守湖派の対立が高ま っ たが、

東銭湖は廃湖 さ れなかっ た。 清代嘉慶年間 (1796~ 1820) にはまた菱對によ っ て淤塞し たので、 湖界を正 し、 「市芸f之策」

(對 を売買する策) で浚渫し た。 同治 5 年 (1866) 、 鎮海の人、 胡枢等が剣河漕で山 を基つて河を開き、 湖水 を引いて鎮海

県に灌概し たいと要請 し てき たが、 鄭県民が極力反対 し たので、 こ の議は白紙撤回と な った。 後に総督左宗棠が出 し た引

水の永久禁止批示文が石碑に刻ま れた。 民国 5 年 (1916) 束銭湖測量隊の善後意見書八則 をだ し、 付近住民の東銭湖侵害

を禁止 し、 民国11年 (1922) 、 部県県議会で東銭湖湖塘の侵占 を禁止する案件を議決 し た。 新中国にな っ ても東銭湖は廃

湖 さ れず、 灌概用水の重要な施設と し て維持 さ れた。 東銭湖は部県東部地域にはな く てはな ら ない水利施設であり 、 廃湖

の危機がなんどかあ っ たが、 決 し て廃湖 さ れず、 水利灌概に利用 さ れた。 こ の東銭湖水利に大き な功績があ っ た陸南金 ・ 

李夷庚を祀つた廟が嘉澤廟であった。 宋治平元年 (1209) に鄭県主簿呂献之によ って建設さ れ、 嘉定 2 年 (1209) に額が

賜わった。 年月がたっ て廟が壊れてき たので元朝至順 2 年 (1331) に再建 さ れた。 その後、 嘉澤廟は廃れて、 五通妖廟が

祭祀 さ れたが、 同年 に嘉澤廟が再建 さ れた際に、 五通妖廟は撤去 さ れ、 こ の嘉澤廟に陸南金 ・ 李夷庚と と も に岳飛 も祀 ら

れる よ う に な っ た。 
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は じ めに

中国浙江省寧波の東郷水田地帯では少な く と も唐代以

来、 東銭湖を中心に灌概が行われていた。

すでに、 長瀬守及び筆者によ っ て東銭湖水利の機能が

明 ら かに さ れ、 ま た、 元代 ~ 清代ま で廃湖と守湖の対立

があ っ たが基本的に守湖 さ れてき たこ と が明 ら かに さ れ

てい る (' )。

本稿ではこ れらの研究に学びながら、 東銭湖水利 と 嘉

澤廟に対す る民衆信仰について考察 し たい。 嘉澤廟は宋

代の1064年に建てら れた廟で、 東銭湖水利に貢献し た唐

代天宝年間 (742~ 755) の部県令陸南金と宋代天禧年間

(1017~ 1021) の明州太守李夷庚を祀つた廟である。

東銭湖水利 と廟信仰について以下、 考察 し たい。 

I 東銭湖水利
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東銭湖は唐代天宝年間 (742 ~ 755) 部県令陸南金によっ

て開築 さ れた (2)。 東銭湖は田12万1213畝を廃 し て開築

さ れ、 毎畝米 3 合 7 勺 3 抄を徴収して八塘四堰設置され、

50余万頃 (大凡300万 ha) 灌概でき るよ う になっ た(3)。 

宋代天禧元年 (1017) に郡守李夷庚が重修 し (4)、 慶暦

8 年 (1048) に県令王安石が重修 し (5)、 各々堤防の重

修や浚深を行っ た。 嘉祐年間 (1056~ 63) には じめて;喫 

閘が設置 さ れ(6) 、 湖水の蓄排水機能が増大 し た。 し か

し、 既に先学が指摘 し てい るよ う に (7)、 こ の時期、 菱 ・ 

對 ・ 菱 ・ と い っ た水生植物の繁茂によ る湖の淤塞が深

刻化 し ており (8)、 淳熙 2 年 (1175) 魏趙愷が浚渫 し (9)、
嘉定 7 年 (1214) 提刑摂守程覃が置田策 ・ 売對策によ っ

て浚深 し ('°)、 宝慶年間 (1225~ 1227) に郡守胡築が置

田策によ っ て浚 i業し ('')、 淳祐 2 年 (1242) 郡守陳;l量が

売對策によ っ て浚 i業を行 っ た ('2)。 
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元代 (1271~ 1368) には湖の淤塞問題に加えて、 湖周

辺の 「勢家」 (大土地所有者、 廃湖派) が廃湖 し て開墾

し よ う と動き だし たために、 一般の水利用益戸と の対立

が顕在化 し た('3)。

至正 『四明続志』 巻 4 、 山川には以下のよ う に記さ れ

てい る o

東錢湖、 在縣東二十五里。 一名萬金湖、 以其爲利

重也。 唐天寶三年 (744) 、 縣令陸南金開廣之。 屋經

浚治、 周回八十里、 受七十二溪之流、 四岸;t医凡七、

日錢;t医・ 大;t医・ 莫支;t医・ 高湫;t医・ 栗木;t医・ 平水;t医・

梅湖;t医、 水入則蓄、 雨不時則啓閘而放、 部縣 ・ 定海

七鄕之田資其灌概。 菱對革蘆荷茨滋蔓不除、 湖輒理。

宋淳熙間 (1174~ 1189) 請於朝、 大浚之。 嘉定閒

(1208~ 1224) 、 提刑程單攝守、 揖織 置田收租、 歳

絡溶治之費。 寶慶間 (1225~ 1227) 、 尚書胡矩守郡

請於朝、 得度標百道 ・ 米一萬五千石、 又溶之。 猶懼

其無以繼也。 奏以贏錢增置田畝、 令翔鳳鄕長主之、

分漁尸五百人爲四隅、 人歳給穀六石、 隨菱對之生則

系 其種。 至此凡十六年、 不舉淘湖之政。 淳祐壬實

( 2 年、 1242) 、 郡守陳 、 歳稔農隙、 行賣對之策、

不差兵不調夫、 隨舟大小 ・ 之多寡、 聽其求售、 交

給錢、 各有攸司。 入國朝大德閒 (1297~ 1306) 、

勢家有以湖爲浅淀、 請以捺田若干畝入官租者。 時都

水營田分司追斷、 復爲湖。 延祐新志所言目欲塞錢湖、

此其漸也。 至口口閒、 因鄕民告有司、 舉行淘湖、 拘

七鄕有田食利之家、 分畝歩高下、 標撥湖 、 隨田多

寡闊狹、 俾浚之、 積對於塘岸。 然宿對春泛冬沈、 次

年復生、 則有司所行爲具文爾。 近年重修嘉澤廟、 有

濯靈之異。 菱對向春不泛、 荷茨專蘆生之者鮮、 然未

定恃也。 遇大旱之年、 放水湖下、 一舉而涸、 固知

其積淤年久、 蓄水至浅、 東鄕河道又皆浅社。 舊稱一

湖之水、 可流三河半。 近僅及一河而竭、 是可憂也。

又況職守者不謹啓閉、石契閘傍湖、 土霸通同、 漁

於水溢之時、 乗時射利、 私自開閘網魚、 洩水無度。

沿江堰 又失修理、 日復傾注於江、 防旱之策、 果安

在哉。 此農事正官所宜究心者、 觀於右今之得失、

致意焉。

東銭湖は部県東25里にあり 、 一名は万金湖で、 その利

益が大きいから名づけら れた。 唐天宝 3 年 (744) 、 鄭県

令陸南金が東銭湖を拡大 し た。 たびたび浚 i業を行い、 周

囲が80里、 72溪の水を受け、 四方の岸に堰がおよそ 7 か
所ある。 銭堰 ・ 大堰 ・ 莫枝;t医・ 高湫堰 ・ 栗木堰 ・ 平水堰 ・ 

梅湖;t医である。 水が入れば蓄え、 雨が降ら ない と きは閘

門をひら き開放 し、 部県 ・ 定海県七郷の田の灌概に資し

た。 菱對革蘆荷 が茂り 除かなけ れば、 湖は塞がっ た。 

宋淳熙年間 (1174~ 1189) 朝廷に要請し、 大規模に、浚;深

を行った。 嘉定年間 (1208~ 1224) 、 提刑程單摂守が

銭を寄付 し て田を置いて租 を徴収し、 毎年の浚治の費用
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と した。 宝慶年間 (1225~ 1227) 、 尚書胡築守郡が朝廷

に要請 し、 度牒百道 (22) ・ 米 1 万 5 千石 を得 て、 ま た浚

i業し た。 ただ継続さ れないこ と を危惧 し、 贏銭で田 を増

置 し たい と 奏請 し、 翔鳳郷長に主担 させ、 漁戸500人を

5 隅にわけ、 人々に毎年穀 6 石を給付 し、 菱對が生え る

に し たがいその種 を絶え させた。 こ こ にいた っ て凡そ16 
年間、 湖の浚i業策が行われなかった。 淳祐壬實 (1242) 、

郡主陳 が毎年農閑期にみて買對の策を行い、 兵隊を派

遺せず、 人夫 を徴発 し なかっ た。 舟の大小、 對の量に し

たがいその販売 を許 し、 對を渡せば金を給付 し、 各々管

理をした。 元朝大徳年間 (1297~ 1306) になり、 勢家は

湖が浅 く 淀んでい るので田若干畝をお さ え て官租にいれ

たいと申請してきた。 時に都水営田分司が追断 (裁定) 
し、 湖を復活 した。 延祐新志によ れば、 こ れよ り 束銭湖

を塞ごう とするものが次第におこ ったという こ と である。 

ロ口年間にいたり 、 郷民が役人に湖の浚i業の挙行を告げ、

七郷で田地を所有 し、 水利 を享受する家が畝歩の高下に

分け、 湖の對を印をつけて刈り 取り 、 田の面積広狭に応

じ て、浚i業させ、 對を塘岸に積んだ。 しかし宿對は春に蔓

延り冬に沈む。 翌年再び生え、 役員は文書を作成した。 

近年、 嘉澤廟を重修 し、 濯霊の異 (大いな る霊験) があ

る。 菱 は晩春蔓延 らず、 荷茨車蘆の蔓延が少なかっ た

が、 こ れは頼むに足 ら ない。 大旱害の年にあえば湖下ま

で放水 し、 一挙に涸れるが、 長年の淤塞のため、 蓄水量

は少な く 、 東郷の河道はまた淤塞 し てい る。 古 く は一湖

の水が三河半に流れた。 近年はわずかに一河に流れるだ

けで尽き るが、 こ れは憂え なけ ればなら ないこ と である。 

また職守者は閘門の開閉 をま じめに行わず、 解 は湖岸

にあり 、 土;l霸 も同 じであり 、 漁戸は増水時に利益 を得る

ために私に閘門を開いて魚 を捕り 、 節度な く 排水する。 

江沿いの:l程;l霸はまた修理 さ れないままであるので、 日々、

江に排水 し ており 、 防旱の策は どう し てあ ろ う か、 ま っ

た く ない。 農事の正官で理を究めよ う と す る者は得失 を

鑑みて意を尽 く し てき た。

明初にな っ て も、 湖の淤塞、 居住民の不法開墾が依然

と し て起こ り ('4)、 特 に廃湖派の有力層は、 正徳年間

(1506~ 1521) ('5) と 嘉靖 9 年 (1530) に寧波衛 軍を通

じて東銭湖の 田化を申請し てきた。 水利用益戸と の対

立が深刻化 し たために、 鄭県知県が解決にのり だ し、 結

局、 水利用益戸の利益 を守 る ためにたち あがっ た郷紳や

父老の働き によ っ て事無 き に済んだ ('6)。

明代後期の万暦年間 (1573~ 1619) ('7) と 天 啓 元 年

(1621) に對税徴収の禁止令が出て、 勢家 を中心と す る

廃湖派と郷紳 ・ 父老を指導層とする水利用益戸の守湖派

の対立がま た高ま っ たが ('8)、 東銭湖は廃湖 さ れな か っ

た。

清代嘉慶年間 (1796~ 1820) にはまた菱對によ って淤

塞したので、 湖界を正し、 「市對之策」 (對を売買する策) 
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で浚 i業し た('9)。 道光23年 (1843) 8月に台風で塘堰決壊

し、 道光28年 (1848) 地方官 ・ 郷紳が寄付金を出して修

理 し た (2°)。
同治 5 年 (1866) 、 鎮海の人、 胡枢等が剣河漕で山 を

整っ て河を開き、 湖水 を引いて鎮海県に灌、概し たい と 要

請 し てき た。 巡道の史致言咢、 知府の邊葆誠が玉環同知黄

維諸に委任 し て実地調査 させ、 鄭県 ・ 鎮海県の地勢の高

低、 工事の巨大 さ を認識し、 また鄭県民が極力反対 し た

ので、 こ の議は白紙撤回と な っ た。 後に総督左宗棠が出

し た引水の永久禁止批示文が石碑に刻まれた(2')。
中華民国時期の水利については民国 『部県通志』 第 1 、

與地志に以下のよ う に記 さ れてい る。

民国 5 年 (1916) 東銭湖測量隊の善後意見書八則の六

則は以下の通り である。 一、 湖界 を整理すべき である。 

沿湖の居民があち ら こ ち ら で侵占 し、 こ れが常習 と な っ

ており 、 地方官の視察が十分ではな く 、 常に不調査にお

わり 、 湖面が日々狭窄し ている。 地段を調査 し一律に測

量すべき であ る。 凡そ田 を開墾する ものは或いは土地に

し、 或いは住居に し た。 湖面 を埋め立てて田地を造成す

る も のはその主管人に責任 を と ら せ湖田の価値に応 じ て

田価を納入させ、 善後経費にあて、 (湖田を) 公認する。 

ー、 湖の占領建設は禁止すべき である。 湖界整理後、 湖

面 を占領し建築するよ う な事は許さ ない。 村外に囲まれ

た堤垣は風波 を阻止す る ためにのみに し、 一定の様式 と

長 さ ・ 幅の制限を頒布す る。 も し故意に違えば重罰に科

し、 厳禁を示す。 一、 水則は定めるべきである。 湖水は

塘河に放出すると一回の排水で全 く 余水が無 く なっ て し

ま う 。 放水 を知 る者は下水の不便を知 らず、 流水量を考

え ない。 用水 を知 る者は水の有益 を知 つてい るが、 無水

時の備えがない。 こ れが大き な原因である。 各;喫門付近

に湖底よ り 石標を或いは コ ンク リ ー ト をたて、 固定標と

し、 尺度 を刻み付け る。 天候の如何 をみていかほ ど放水

す るかを決定す る。 用水に規約があり 、 極小の水も無駄

に し ない。 一、 門を守衛す るこ と である。 板は修理

し て完全なものに した後、 厳密に封鎖し私放の弊害を防

止し、 開閉は専門の責任者を定め、 旱害にあえば主事者

の命令に従い、 水則に準 じて蘭 若干塊を酌量し て開き、

放水に節度 を も たせ、 その後は厳重に封鎖を行 っ て l真重

さ を明 ら かにす る。 一、 広範囲に植樹すべき である。 湖

の周辺の山嶺で伐木すれば、 禿山と なって洪水が暴発 し、

土砂を挟み流 し、 湖底に直下 し淤塞させ、 蓄水量が日々

少な く な る。 広範囲に樹木を植え、 森林を造成す るべき

である。 一に地力 を尽 く し、 一に山の斜面を固め、 水勢

を殺し、 人民を奨励 し植樹を広範囲に行い、 農会の指示

を受け て完全な も のにす る。 一、 漁業税は酌量 し て徴収

すべき である。 湖中の漁業は一部の者にかかわり 、 権利

を得てい るから には義務 を果た さ なけ ればばら ない。 税

を納入 し工作の代わり と し、 荷重負担と な らず船隻に照

図 1 鄭県図 (光緒 『鄭県志』 清 ・ 戴枚修、 光緒 3 年 a 874 > 稿本。 奉化江 ・ 余姚江 ・ 甬江の合流する
三江口の西に部県があり 、 三江口の東南に東銭湖がある) 
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ら し て定数を酌量し、 月費を徴収し領収書を給付 し漁業

を許し善後経費補助の一部と する(22)。
民国11年 (1922) 、 部県議会で東銭湖湖塘の侵占 を禁

止する案件を議決し た。 一、 先年、 浙江省署派遺員が東

銭湖 を測量 し、 こ の測量図には精密な地図があり 、 旧県

自治公処にある。 こ の地図は三県に分存 し、 地図には湖

面の丈尺が掲載さ れ、 石石卑が;l霸頭に樹立 さ れ調査に備え

ら れ、 侵占が防止 さ れた。 二、 沿湖の居民は原有の老堤

を境界と し、 今回部県公署が厳禁を掲示 し た後、 も し再

度侵占の事が発生す れば、 何人にかかわら ず、 最寄の湖

工善後局及び自治人員が官庁に申請し処罰 し ても らう 。 

三、 ゴミ を湖塘に投棄すれば侵占 を助長するので一律に

禁止する。 四、 湖濱で土地を占領 し家屋 を建ててい る も

のは税契 ・ 税串 を も っ て湖工善後局よ り 証明 さ れなけ れ

ばなら ない。 も し税契があり 税糧が無い ものは県公署に

向かっ て課税を申請 し なけ ればなら ない。 湖工善後局は

前項の税契及び糧串 を検査する と き、 戳記を捺印 し簿冊

に登記し調査に備え る。 五、 湖工善後局の責任は重 く 、

精神 を刷新 し、 情実を除去 し、 誠実に監督 し、 付近の自

治人員 と と も に随時、 随地、 整理 し なけ ればな ら ない
(23)

0

中華民国、 新中国にな っ て も東銭湖は廃湖 さ れず、 灌

概用水の重要な施設と し て維持 さ れた。 

II 嘉澤廟

宝慶 『四明志』 巻13、 部縣志、 叙祠には嘉澤廟につい

て以下のよ う に記 さ れてい る。

嘉澤廟、 東錢湖青山下。 唐天寶中 (742~ 756) 令

陸南金、 皇朝天禧中 (1017~ 1021) 守李夷庚、 皆溶

湖興利、 民德之。 故合祠焉。 水潦旱 有ll壽必應。 嘉

定二年 (1209) 有吉、 賜廟額。 李侯又有祠堂、 在天

童山景德禅寺千佛閣之東。

嘉 澤 廟 は 東 銭 湖 青 山 下 に あ る 。 唐 天 宝 年 間

(742~ 756) に県令陸南金、 宋天禧年間 (1017~ 1021) 
に明州太守李夷庚はみな東銭湖を浚i業し利 を興し た。 民

はこ れを徳と し、 合 Eし た。 水害 ・ 旱害 ・ 害時に祈祷

すればみな霊験があった。 嘉定 2 年 (1209) に詔があり 、

廟額 を賜わっ た。 李夷庚にはま た別の祠堂があり 、 天童

山景德禅寺千仏閣の東にある。

さ ら に、 至正 『四明続志』 巻 9 、 祠祀には嘉澤廟につ

い て、 以下のよ う に記 さ れてい る。

嘉澤廟。 見前志。 李陸二公祠堂。 宋治平元年

(1064) 部主簿昌獻之建。 開杞爲記、 見某古類。 嘉

定二年 (1209) 賜額、 歳久廟毀。 皇朝至順二年

(1331) 重建。 編修程端學爲記、 古之有功於民者、

廟食厥土、 載諸 E典。 世世勿系 昭其報也。 後世、新E
既興、 民味所趨、 有司莫或正之、 正 E有時而廢。 若

嘉澤廟是已。 嘉澤廟者、 恵應李侯孚祐陸侯之祠也。 
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明郡地濱江海、 溝治敷淺、 善洩難瀦。 十日不雨、 民

以旱告。 陸侯唐大麻閒 (766~ 779) 宰部。 自 城東三

十里、 因山環會、 築其斷關爲湖三百頃、 以灌以、既七

鄕 之 田 餘 百 萬 畝 。 久 而 湮 廢 。 宋 天 禧 問

(1017~ 1021) 李侯守明、 循其遺迹、 大築l提防、 爲

永遠計。 雖値旱而有年。 官民德之。 爲建祠宇靑山之

湖濱。 嘉定閒 (1208~ 1224) 錫廟額、 及二侯封言益以

褒之、 諸救具藏恵安浮屠。 遇旱 水潦、 有 必應。

益有功德者、 精神不散而民心聚焉。 以靈是謂正祀。

近歳有司弗葺祠宇像設、 腐爛 盡、 荒基蔓草、 過者

情焉。 予自史院歸田 東、 念建、 言於守冷、 而難其

人、 適遇「制東道宣慰司都元帥太平資善公來イ莅 於明、

仁治化行、 上下 章日可矣。 往白之公、 慨然增感、

自1]命經營俾郡邑典史王君世英領其事、 首捐俸以イ昌、

餘力出於沾水利之家 相告日是吾心也。 富者效財、

貧者效力、 若子之趨父命也。 益上以義使下、 故民不

知勞而事集、 始事於至順二年 (1331) 十月、 明年

(1332) 三月言乞工。 前門後殿、 繚以石垣、 規模宋敞、

有加其度、 端冕儼然赫赫、 若臨設守者、 復役供i麗、

掃復侵地三畝、 又將理舊業鳩財置田爲買對計。 多王

君之規也。 於是方伯率其屬、 祭於祠下、 乃屬予記本

末。 予既肇其端、 遂不得辭傳日、 凡祭有其廢之莫敢

舉也。 有其舉之莫敢廢也。 惟東湖作於人、 非若洞庭

彭 、 具區鉅野、 設於有天地之初也。 自湖之作而民

賴以穀、 可忘所自乎。 此廟之所以作也。 錫號加封紀

之郡志。 益有舉而莫廢也。 雖暫:t巳於一時、 乃人事不

繼、 非當慶而莫舉也。 今其遇資善公之明、 豈天之報

德報功者無已、 而假手於人邪使。 凡イ 茲郡邑者、 皆

能以資善公之心、 補其做漏、 不使漸盡、 而復將易爲

力、 而廟之存當與湖悠久、 湖之澤物當與天地悠久、

若夫繼二侯、 解 徹積對、 戒侵奪之法、 則有前賢。

碑刻在茲、 不復論。

至正二年 (1342) 郡守王元恭、 按行水利、言言廟所

致祭、 因命增修且建、 言佐耕以水、 鐘洩以時、 部壊

鹵瘠尤藉其利、 錢湖爲部水利至大者、 而李陸二侯、

皆有功於湖、 功大爵輕、 未足報稱、 請加封爵以示勤

民致力之意。

嘉澤廟は前志 (延祐 『四明志』) に見え る。 李 (夷庚) 
・ 陸 (南金) 二公の祠堂である。 宋治平元年 (1209) 、

鄭県主簿呂献之が建設し た。 開杞の記録が某古類に見え

る。 嘉定 2 年 (1209) に額を賜ったが、 年月がたって廟

が壊れてきた。 元朝至順 2 年 (1331) に再建さ れた。 編

修の程端学に記録があり 、 古、 民に功労があ る も のはそ

の土地の廟に祀ら れ、 諸々の祀典 (祭祀の典礼) が記載

さ れてい る。 世々代々その報恩 を絶やすこ と はない。 後

世、 、淫祀 (いかがわしい ものを神 と し て祭るこ と ) がお

こ り 、 蒙味な民がなびき、 役人はこ れを正 さ なけ れば正

祀が廃れて しまう 。 嘉澤廟も そう であ る。 嘉澤廟と は嘉
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応侯の李 (夷庚) ・ 孚祐侯の陸 (南金) の祠堂である。 

明州郡は土地が江 ・ 海に面し、 溝、會 (田間の溝) は浅く 、

排水によ く 蓄水に悪い。 十日雨が降ら なけ れば、 民は旱

害を告げる。 陸南金は唐大暦年間 (766~ 779) に鄭県知

県 と な っ た。 城東30里におい ては、 山 に囲ま れ、 その間

に断關 (閘門) を築いて湖三百頃をつ く り 、 七郷の田百

万畝を灌概し た。 年月がたち埋も れ壊れた。 宋天禧年間

(1017~ 1021) に李夷庚が明州太守と なり 、 陸南金が修

築 し た遺跡 をた どっ て、 堤防 を大いに築き、 永遠の計に

し た。 旱害の年で も収穫があ っ た。 官民と も に李夷庚 を

徳 と し た。 祠宇 を青山 の湖濱 に築い た。 嘉定年間

(1208~ 1224) に廟額を賜り 、 二侯は封證 (封は在世中

に爵禄をう け るこ と、言 は没後に褒贈を賜るこ と ) を受

け、 「具蔵恵安浮渡」 の誥效 (封 を授け る時の辞令) を

う けた。 旱害 ・ 害 ・ 水害にあっ てもの祈待すれば霊験

があ っ た。 蓋 し功徳があ る者は精神が散漫ではな く 民心

もあつま っ た。 霊を も っ て正 Eと よ んだ。 近年 (14世紀

頃) 、 有司が祠宇像設を修理 し ないので、 腐乱がはげ し

く 、 廟基は荒れたままになり 、 草も生い茂り 、 通過す る

ものは心苦 し んだ。 私が史院よ り 郷里の甬東に帰り 、 建

設を考え、 守令に申し上げたがその人を得るこ と は難し

かっ た。 たま たま 「、ll東道」 (浙束道) 宣慰司都元帥太

平資善公 (王元恭) が明州に赴任さ れ、 仁政を施さ れた

ので上下撫で安んじ た。 私 (開杞) が資善公に申し上げ

たと こ ろ、 公は慨然と し て感 じ、 郡邑典史王世英にその

事を経営 ・ 処理させ、 自ら俸給を寄付し て募金を唱導し、

余力で水利用益の家に自分の心を告げた。 富者は財をだ

し、 貧者は力 をだ し、 子供が父の命令に従う よ う な状態

であ っ た。 蓋 し上は義で も っ て下 を使 っ たの、 民は苦労

知らずに事は集まった。 至順 2 年 (1331) 10月より事業

が開始 し、 翌年 (1332) 3 月に竣工 した。 前門後殿は石

垣で囲み、 規模は壮大でその程度 を高めた。 高貴の冠を

つけ正 しい装束をつけた ものが厳かに気高 く 威名がかが

やき、 臨接の守衛に掃除に使役 し、 侵地 3 畝を掃き清め

させた。 また旧財産を整理 し て財 を集め、 田 を置いて買

對の計画をたてた。 王世英君の苦労 を多 と し なけ ればな

らない。 そこ で方伯 (王元恭) は部下を率い、 祠堂の下

で祭祀を行い、 私 (開杞) に記録の作成を委嘱し た。 私

はその端緒 を始めたにす ぎず、 遂に伝の作成 を辞退で き

な く な っ た。 凡そ祭祀は廃止 し て再挙でき ない ものがあ

り 、 ま た挙行 し てあえ て廃止 し ない も のも あ る。 東銭湖

は人によ っ てつ く ら れ、 洞庭湖の彭 のよ う ではないが、

鉅野を具に区画し、 天地の最初を定めた。 湖の製作によ っ

て民は穀物生産ができ、 その由来を忘れるこ とはできず、

こ の廟の造成にいた っ た。 号 を賜い封 を加え ら れ、 こ れ

を郡志に記載 し た。 蓋 し挙行 さ れて廃止 さ れない もので

ある。 一時、 崩れるこ と があり 、 人事が継承 さ れないこ

と があ っ て も、 廃止 さ れ再挙 さ れない こ と はない。 今、
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資善公の明にあい、 天の徳 を報 じ、 功 を報 じ る も のがや

むこ と がない。 手 を人に借り て使役 さ れる。 凡そこ の郡

邑に赴任す る者は資善公の心 を体現 し、 廟の崩れを補修

し、 徐々に行う のではな く 力 をだせば、 廟の存在は湖と

と も に悠久であり 、 湖の恩沢も天地と と も に悠久である。 

も し二侯 (陸南金 ・ 李夷庚) の功労を受け継ぎ、 解 に

積載 さ れた對 を除去 し、 侵奪 を戒める法 を さ だめら れた

のは前賢があり 、 こ こ に碑刻 し、 再びは論 じない。

至正 2 年 (1342) 、 郡主王元恭は水利 を踏査 し、 廟に

いたり 祭祀を行い、 造修と 再建を命 じ た。 耕作は水から

たすけがあり 、 集水 ・ 排水は適宜行い、 鄭県の土地は塩

水で荒れているのでと り わけ東銭湖の水を利 と している。 

東銭湖は部の水利 にと っ て絶大な も のがある。 そ し て李

夷庚 ・ 陸南金の二侯はみなこ の湖に功労があ るがま だ報

恩 さ れてい ない、 爵位 を加え民のために苦労 し力 を尽 く

し た意を しめ し たい。

康熙 『部県志』 巻 9 、 敬仰放には以下のよう にある。

嘉澤廟、 縣東南四十里、 舊在東錢湖北之靑山。 E
唐部令陸南金 ・ 宋太守李夷庚二公、 有功于湖、 故合

祠焉。 宋治平元年、 部簿呂獻之建、 觀察推官開杞爲

記。 嘉定間、 賜廟額及加侯封。 元至順二年、 宣慰都

元帥資善公重建。 編修程端學有記。 至正改元、 總管

王元恭重修。 編修葉恆爲記。 三記倶載後、 入明廟;t己
無有復之者、 國朝康熙丁卯毀、 縣東南三十五里下塔

山五通淫祠妖像、 改祀陸李二公、 備詳在後。 ー一

郡侯李公諱煦通詳改正四廟始末一 -
東錢湖莫枝堰下塔山有岳忠武王行祠、 其傍有五通妖

廟、 屋攝人家関女。 凡婦女舟過其廟、 必入廟輸情、

許愿少免風波之患。 今査査湖濱靑山、 向有嘉澤廟、

E唐部令陸南金 ・ 宋郡守李夷庚二公、 有功于湖。 陸

追封孚佑侯、 李追封恵應侯、 賜廟額日嘉澤、 歴有碑

記載諸祀典、 廟久廢:t巳、 鞠爲茂草、 弔古者 心恫神

淒、 不能一旦重建、 合將五通廟宇、 Ill去其妖像、 改

爲嘉澤正祠、 與岳鄂王並祀、 亦千秋不朽之盛舉、 所

亟當驅邪改正者、 此也。 ー一

最初の 5 行は至正 『四明続志』 巻 9 、 祠祀の記事にほ

ぼ同 じである。 注目すべきは 「郡侯李公諱煦通詳改正四

廟始末」 で、 寧波府事李日句の記事である。 束銭湖莫枝;t医
下塔山には岳忠武王行祠、 即ち、 岳飛の廟があり 、 その

傍に五通妖廟があっ た。 こ の五通妖廟の五通は淫邪の神

の名と さ れ、 五聖、 五顕霊公、 五郎神 と も いわれた。 明

代、 呉の地方 (江南一帯) で多 く こ れを奉 じた。 能 く 婦

女 を魅惑 し た と 伝え ら れてい る (25)。 こ の東銭湖の五通

妖廟も し ばしば婦女 を魅惑 し た。 婦女がその廟を過ぎる

と 必ず廟に入り 真心 をいたす と風波の被害が少なかっ た

と言われる。 嘉澤廟は宋治平元年 (1209) に建設さ れた

がその後、 荒廃 し たので前述 し たよ う に元の至順 2 年
(1331) 10月から翌年 (1332) 3 月に修理され、 再建さ
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れた。 五通妖廟と その妖像を撤去 し、 嘉澤正祠と し、 岳

鄂王 (岳飛) と と も に Eら れた。 こ の五通妖廟について

はこ れ以上の詳 しい史料はな く 、 具体的な内容は不明で

あるが、 一時、 婦女が五通妖廟を祭 E し、 東銭湖の風波

の安寧が祈ら れていた。 しかし、 元至順 3 年 (1332) に

嘉澤廟を再建 し、 五通妖廟を撤去 し て、 東銭湖水利に功

績のあ っ た陸南金 ・ 李夷庚が金と の主戦論 を と っ た岳飛

と と も に祀 ら れる よ う にな っ たのであ る。

こ の嘉澤廟の信仰対象は陸南金 ・ 李夷庚の遺徳を追慕

す るこ と と旱害 ・ 害 ・ 水害時に天候が平穏な るこ と を

祈祷するこ と であり 、 祈祷すれば霊験があ っ たと言われ

てい る。

寧波において水利施設の建設及び水利に功績のあ っ た

官僚 を Eる廟は、 它山堰 を作 っ た王元日章を Eる廟な ど多

数あ り (26)、 水利 と 廟が深 く 結 びつき、 農業生産 と 信仰

と の一体化で もあ っ た。

筆者は2013年 7 月 4 日に東銭湖西岸の岳王廟を訪問し、

廟の管理人に、 現在、 嘉澤廟が存在するかどう かを質問

し たと こ ろ、 資料 を見せて戴き、 存在 し ない と 回答 さ れ

た。 遺跡も ない と のこ と であ っ たので、 調査で き なかっ

た。 

おわ り に

東銭湖は唐代天宝年間 (742~ 755) 鄭県令陸南金によっ

て開築さ れた。 東銭湖は田12万1213畝を廃し て開築さ れ、

毎畝米 3 合 7 勺 3 抄を徴収し て八塘四;t医設置さ れ、 50余

万頃 (大凡300万 ha) 灌概でき るよう になっ た。 宋代天

禧元年 (1017) に郡守李夷庚が重修し、 東銭湖水利機能

が高ま っ た。 宋代、 菱 ・ 對 ・ 菱 ・ と い っ た水生植物の

繁 茂 に よ る 湖 の淤 塞 が深刻 化 し て お り 、 淳熙 2 年
(1175) 魏趙愷が浚深し、 嘉定 7 年 (1214) 提刑摂守程

單 が 置 田 策 ・ 売 對 策 に よ っ て 浚 i業 し 、 宝 慶 年 間

(1225~ 1227) に郡守胡築が置田策によ っ て浚深し、 淳

祐 2 年 (1242) 郡守陳 が売對策によ って浚i業を行った。

さ らに元代 (1271~ 1368) には湖の淤塞問題に加えて、

湖周辺 「勢家」 (大土地所有者、 廃湖派) が廃湖 し て開

墾し よ う と動き だし たために、 一般の水利用益戸と の対

立が顕在化し た。

明代にな っ ても、 湖の淤塞、 居住民の不法開墾が依然

と し て起 こ り 、 特 に廃湖派の有力層 は、 正徳年間

(1506~ 1521) と嘉靖9 年 (1530) に寧波衛 軍を通じ

て東銭湖の 田化を申請し てきた。 水利用益戸と対立が

深刻化 し たために、 部県知県が解決にのり だ し、 結局、

水利用益戸の利益 を守 るためにたちあがっ た郷紳や父老

の働き によ っ て事無き に済んだ。

明代 後期 、 万 暦年 間 (1573~ 1619) と 天啓元年

(1621) に對税徴収の禁止令が出て、 勢家 を中心と する

廃湖派と 郷紳 ・ 父老 を指導層 と する水利用益戸の守湖派
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の対立がまた高ま っ たが、 東銭湖は廃湖 さ れなかっ た。

清代嘉慶年間 (1796~ 1820) にはまた菱對によ って淤

塞したので、 湖界を正 し、 「市對之策」 (對を売買する策) 
で浚深した。 道光23年 (1843) 8 月に台風で塘堰決壊し、

道光28年 (1848) 地方官 ・ 郷紳が寄付金を出して修理し

た。 同治 5 年 (1866) 、 鎮海の人、 胡枢等が剣河漕で山

を望 つて河を開き、 湖水 を引い て鎮海県に灌概 し たい と

要請 し てき た。 巡道の史致 一ァ、 知府の邊葆誠が玉環同知

黄維諸に委任 し て実地調査 させ、 鄭県 ・ 鎮海県の地勢の

高低、 工事の巨大 さ を認識 し、 また鄭県民が極力反対 し

たので、 こ の議は白紙撤回と な っ た。 後に総督左宗棠が

出した引水の永久禁止批示文が石碑に刻まれた。

民国 5 年 (1916) 東銭湖測量隊の善後意見書八則 をだ

し、 付近住民の束銭湖侵害を禁止し、 民国11年 (1922) 、

部県県議会で東銭湖湖塘の侵占 を禁止す る案件 を議決し

た。 中華民国、 新中国にな っ て も束銭湖は廃湖 さ れず、

灌概用水の重要な施設と し て維持 さ れた。

以上のよ う に東銭湖は部県東部地域にはな く てはな ら

ない水利施設であり 、 廃湖の危機がな んどかあ っ たが、

決し て廃湖さ れず、 水利灌概に利用 さ れた。 こ れは部県

西部の広徳湖が宋代政和 7 年 ・ 8 年 (1117 ・ 1118) に樓

によ っ て廃湖 さ れたのと は大き な違いであ っ た。 部県

西部地域で広徳湖を廃棄でき たのは833年に王元ll韋によ っ

て它山堰が設置さ れ、 鄭県西部の水利 を基本的にまかな

え るよ う にな っ てい たから であり 、 鄭県東部では東銭湖

を廃棄す ればこ れにかわる大規模水利施設がなかっ たか

ら、 東銭湖は廃棄 さ れず、 現在で も水利灌概に用い ら れ

てい る。

さ て、 こ の東銭湖水利 に大き な功績があ っ た陸南金 ・ 

李 夷庚 を 祀 つた 廟 が嘉 澤廟 で あ っ た。 宋治平元年

(1209) に部県主簿呂献之によ って建設さ れ、 嘉定 2 年
(1209) に額が賜われた。 年月がた っ て廟が壊れてき た

ので元朝至順 2 年 (1331) に再建さ れた。 その後、 嘉澤

廟は廃れてき て、 五通妖廟が祭祀 さ れ、 特に婦女が祈 る

と 東銭湖の風波が順調にな っ たと い う 。 しか し、 至順2 
年に嘉澤廟が再建 さ れた際に、 五通妖廟を撤去 し、 こ の

嘉澤廟に陸南金 ・ 李夷庚 と と も に宋代、 金と の戦いに主

戦論 を と っ た岳飛 も祀 ら れた。

嘉澤廟は現在、 撤去 さ れて存在 し ないが、 1209年に創

設 さ れ、 1331年 に重 修 さ れ、 少 な く と も 民 国22年

(1933) まで存続し た (民国22年 『鄭県通志』 第一、 卯

編、 廟社) 。 こ の時期は廃湖派と守湖派が対立 し てい た

時期であ っ た。 恐 ら く は守湖派の精神的紐帯と し ての廟

であ っ た と 考え ら れる。 
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